


























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

参加希望の小学生を募集！ 

★誰かと遊んだり、宿題もいっしょにしたりしたいな。 

★学童保育は終わったけど、おうちの人はまだお仕事なので、誰かと過ごしたいな。 
 

日時 2023 年 12 月 27 日（水）16 時～20 時 

（1 月から毎月の第２，第４水曜日に実施） 

場所 美しが丘北公民館 集会室 

 

ボランティアも募集 

中学生・高校生・地域の皆さん、 

子どもたちと一緒に過ごしませんか？ 

★ボランティアの方が増えたら、回数は増

やしたいと考えています。 

★宿題の見守りや、遊んだり・工作したり

して、過ごしたいと思います。 

★将来的には軽食も提供できるようにし

たいと考えています。 

参加やボランティアについてなど、気軽に下記へお問合せください!! 

未来創造の会  代表 井形裕司   ：miraiclub@sh-mirai.jp 

いちご倶楽部 連絡先 Instagram ： ichigo_club.20220306 

もしくは、公民館電話か美しが丘北自治会ラインへお問い合わせください。 

みらい倶楽部参加申込書 
 

申込書は、事前に公民館にお持ち頂くか、参加当日に持参下さい。 

 

お子さんの   氏名 （            ）（            ） 

保護者     氏名 （            ）（            ） 

お迎え代理の方の氏名 （            ） 

連絡先 携帯電話番号 （            ）（            ） 

20231201 

みらい倶楽部について 

★若い人達（いちご倶楽部）と、もう少

し大人の（未来創造の会）メンバーが力

を合わせ、美しが丘北公民館の協力を

得て、子ども達が地域で安心して 

過ごせる居場所“みらい倶楽部”  

を立ち上げました。 



【みらい倶楽部に参加する皆さんへ】 
～みらい倶楽部のルールを守って、楽しく過ごしましょう～ 
 
保護者の方へ 
・お子さんと一緒にお読みいただき、参加ルールを御確認ください。 
・お子さんと保護者の方の連絡方法は、お手紙、口頭だけでなく、 
リアルタイムの連絡手段としての電話、LINE などを決めておいて下さい。 
 
☆ 活動全般について 
1. みらい倶楽部に参加するときは、必ずお家の人に参加することを伝えておきましょう。 
2. 受付で自分の名前を記入して、手指のアルコール消毒・検温・体調チェックをしてもら
ってから、勉強したり遊んだりしましょう。 
3. 帰るときは受付で帰ることを伝え、名簿の自分の名前の帰宅欄に✓をして帰ります。 
（みらい倶楽部終了時間に帰るときは、✓は必要ありません） 
4. みらい倶楽部の活動場所は、美しが丘北公民館内集会室を基本としますが、 
ボランティアさんの活動内容によっては、和室や会議室を利用することもあります。 
５. トイレや公民館内の他のお部屋に行くときは、スタッフに声をかけて下さい。 
６. 集会室内では、宿題・工作・手芸・お絵描き・折り紙・読書・すごろく・オセロなど 
自由に過ごして良いですが、周りのお友達の迷惑にならないよう心がけましょう。 
７. スマホやゲーム機のゲームは、周りへの気配りが疎かになることから禁止とします。 
８. お子さんの行動が目に余る場合は、スタッフが、お説教することがあります。 
９. 作った工作は自分で持ち帰りましょう（持ち帰り用の袋を持ってきてください） 
１０. ケガや具合が悪くなった時は、すぐスタッフに伝えてください。 
☆ お迎えについて 
1. １７時以前の帰宅は、お子さんのみでの帰宅を認めますが、１７時をすぎる場合は、 
保護者の方のお迎えを基本とします。 
保護者の方のお迎えが困難な場合は、事前に「お迎え代理の方」を登録して下さい。 
☆ 緊急事態等について 
1. 安全については十分に気を付けますが、万が一事故やケガをしまった場合はスタッフが
可能な範囲で必要な応急手当を施し、早急に保護者の方に連絡をします。 
2. 保護者の方に連絡がつかない場合でも医療機関への受診が必要と判断されたときはスタ
ッフが受診可能な医療機関へ搬送することがあります。予めご承知おきください。 
☆ 活動保険について 
1. みらい倶楽部での事故等による補償については、筑紫野市が加入するボランティア活動
保険の範囲となります。 
詳細は、筑紫野市のホームページの「筑紫野市市民活動災害補償保険制度」をご確認下さい。 
☆ ルールについて 
1. 活動を行う中で、必要に応じてルール改定を行うことがあります。 
 
以上（2023.12.1） 


